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報告第６号 

 

   専決処分の報告について 

 

 市長等の東広島市に対する損害賠償責任の一部免責に関する条例の一部を改正す

る条例について、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１８０条第１項の規定

により別紙のとおり専決処分をしたので、同条第２項の規定により報告する。 

 

  令和６年４月１１日提出 

 

                 東広島市長    垣    德    

  



‐２‐ 

 （報告理由） 

 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）の一部改正に伴い、条例において

引用している同令の条項の整理を行うため、市長等の東広島市に対する損害賠償責

任の一部免責に関する条例の一部を改正する条例を定めることについて専決処分を

したので、この処分について報告するものである。 

 

 

 

（根拠法令） 

 地方自治法 

第１８０条 普通地方公共団体の議会の権限に属する軽易な事項で、その議決によ

り特に指定したものは、普通地方公共団体の長において、これを専決処分にする

ことができる。 

② 前項の規定により専決処分をしたときは、普通地方公共団体の長は、これを議

会に報告しなければならない。 

 

 専決処分事項の指定について（平成２年１０月８日議決） 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１８０条第１項の規定により、次の事

項については、これを市長において専決処分することができるものとする。 

 (3) 法律又は法律に基づく命令（告示を含む。以下「法令」という。）の改正又

は廃止に伴い、当該法令の題名、条項又は用語を引用する規定の整理（－略

－）を行うため、条例を改正すること。 

  



‐３‐ 

専  決  処  分  書 

 

 市長等の東広島市に対する損害賠償責任の一部免責に関する条例の一部を改正す

る条例を次のように定めることについて、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）

第１８０条第１項の規定により専決処分をする。 

 

  令和６年３月２８日 

 

東広島市長    垣    德    

  



‐４‐ 

   市長等の東広島市に対する損害賠償責任の一部免責に関する条例の一 

   部を改正する条例 

 

 市長等の東広島市に対する損害賠償責任の一部免責に関する条例（令和２年東広

島市条例第２号）の一部を次のように改正する。 

 第２条中「第１７３条第１項第１号」を「第１７３条の４第１項第１号」に改め

る。 

   附 則 

 この条例は、令和６年４月１日から施行する。 

 



‐５‐ 

報告第７号 

 

   東広島流通センター株式会社の経営状況について 

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４３条の３第２項の規定により、東

広島流通センター株式会社の経営状況を説明する書類を別冊のとおり提出する。 

 

  令和６年４月１１日提出 

 

                 東広島市長    垣    德    



‐６‐ 

 （根拠法令） 

 地方自治法 

第２４３条の３ 

２ 普通地方公共団体の長は、第２２１条第３項の法人について、毎事業年度、政

令で定めるその経営状況を説明する書類を作成し、これを次の議会に提出しなけ

ればならない。 



 


